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栃 木 県 議 会 規 則 第 一 号

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 二 十 四 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 欠 席 の 届 出 ） （ 欠 席 の 届 出 ）

第 三 条 議 員 は 、 公 務 、 疾 病 、 出 産 、 育 児 、 介 護 そ 第 三 条 議 員 は 、 公 務 、 疾 病 、 出 産 そ

の 他 の や む を 得 な い 事 由 の た め 出 席 で き な い と き の 他 の 事 故 の た め 出 席 で き な い と き

は 、 そ の 理 由 を 付 け 、 当 日 の 開 議 時 刻 ま で に 議 長 は 、 そ の 理 由 を 付 け 、 当 日 の 開 議 時 刻 ま で に 議 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 員 が 出 産 の た め 出

席 で き な い と き は 、 当 該 出 産 の 予 定 日 の 六 週 間

（ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ つ て は 、 十 四 週 間 ） 前 の 日

か ら 当 該 出 産 の 予 定 日 （ 議 員 が 出 産 し た と き は 、

当 該 出 産 の 日 ） 後 八 週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 範 囲

内 で 、 出 席 で き な い 期 間 を 明 ら か に し て 、 あ ら か

じ め 議 長 に 届 け 出 る こ と が で き る 。

別 表 （ 第 百 十 八 条 関 係 ） 別 表 （ 第 百 十 八 条 関 係 ）

名 称 目 的 構 成 員 招 集 権 者 名 称 目 的 構 成 員 招 集 権 者

略 略

栃 木 県 議 略 略 略 栃 木 県 議 略 略 略

会 情 報 公 会 情 報 公

開 審 査 会 開 審 査 会

次 期 プ ラ 次 期 プ ラ 会 派 か ら 選 出 会 長

ン 検 討 会 ン に 関 す さ れ た 議 員

る 調 査 及 （ 会 長 が 必 要

び 協 議 と 認 め る と き

は 、 全 議 員 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



（2） 号外第９号令和３（2021）年３月24日　水曜日 栃 木 県 公 報

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

-
1

-

栃 木 県 議 会 規 則 第 一 号

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 二 十 四 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 欠 席 の 届 出 ） （ 欠 席 の 届 出 ）

第 三 条 議 員 は 、 公 務 、 疾 病 、 出 産 、 育 児 、 介 護 そ 第 三 条 議 員 は 、 公 務 、 疾 病 、 出 産 そ

の 他 の や む を 得 な い 事 由 の た め 出 席 で き な い と き の 他 の 事 故 の た め 出 席 で き な い と き

は 、 そ の 理 由 を 付 け 、 当 日 の 開 議 時 刻 ま で に 議 長 は 、 そ の 理 由 を 付 け 、 当 日 の 開 議 時 刻 ま で に 議 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 員 が 出 産 の た め 出

席 で き な い と き は 、 当 該 出 産 の 予 定 日 の 六 週 間

（ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ つ て は 、 十 四 週 間 ） 前 の 日

か ら 当 該 出 産 の 予 定 日 （ 議 員 が 出 産 し た と き は 、

当 該 出 産 の 日 ） 後 八 週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 範 囲

内 で 、 出 席 で き な い 期 間 を 明 ら か に し て 、 あ ら か

じ め 議 長 に 届 け 出 る こ と が で き る 。

別 表 （ 第 百 十 八 条 関 係 ） 別 表 （ 第 百 十 八 条 関 係 ）

名 称 目 的 構 成 員 招 集 権 者 名 称 目 的 構 成 員 招 集 権 者

略 略

栃 木 県 議 略 略 略 栃 木 県 議 略 略 略

会 情 報 公 会 情 報 公

開 審 査 会 開 審 査 会

次 期 プ ラ 次 期 プ ラ 会 派 か ら 選 出 会 長

ン 検 討 会 ン に 関 す さ れ た 議 員

る 調 査 及 （ 会 長 が 必 要

び 協 議 と 認 め る と き

は 、 全 議 員 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。


